
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」の一部改正について 

令和７年６月６日 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」について，今般，下記のとおり必要な改正を行いましたので，

公表します。 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

１ P19 第３ 特定技能雇用

契約の適切な履行

の確保に係る基準 

【確認対象の書類】 

＜直接雇用による場

合＞ 

＜直接雇用による場合＞ 

（略） 

○ 農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる

書類 

※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外

国人を受け入れる場合は【留意事項】○２つ目を参照してく

ださい。 

（略） 

＜直接雇用による場合＞ 

（略） 

○ 農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる

書類 

※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外

国人を受け入れる場合は【留意事項】○２つ目を参照してく

ださい。 

（略） 

２ P19 第３ 特定技能雇用

契約の適切な履行

の確保に係る基準 

【確認対象の書類】 

＜派遣形態による場

合＞ 

＜派遣形態による場合＞ 

（略） 

○ 農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる

書類

※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外

国人を受け入れる場合は【留意事項】○２つ目を参照し

＜派遣形態による場合＞ 

（略） 

○ 農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる

書類

※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外

国人を受け入れる場合は【留意事項】○２つ目を参照し



てください。 

（略） 

てください。 

（略） 

3 P20 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

【留意事項】 

（略） 

○ 令和６年６月１５日以降、地方出入国在留管理局に対

する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受

け入れる場合であっても、農業特定技能協議会の構成

員であることを明らかにする書類の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け

入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する在留

諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以

内に農業特定技能協議会の構成員となる旨を誓約する

ことが必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１１－１号及び同

様式第１１－３号）については、出入国在留管理庁ホー

ムページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技

能外国人に係る在留諸申請（初めて特定技能外国人を

受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び農業特

定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受

け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申

請の際には、農業特定技能協議会の構成員であること

を確認できる書類の提出が必要です。なお、申請の際に

提出がない場合には当該申請は不許可となることに留

意してください。 

（略） 

（略） 

○ 令和６年６月１５日以降、地方出入国在留管理局に対

する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受

け入れる場合であっても、農業特定技能協議会の構成

員であることを明らかにする書類の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け

入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する在留

諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以

内に農業特定技能協議会の構成員となる旨を誓約する

ことが必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１１－１号及び同

様式第１１－３号）については、出入国在留管理庁ホー

ムページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技

能外国人に係る在留諸申請（初めて特定技能外国人を

受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び農業特

定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受

け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申

請の際には、農業特定技能協議会の構成員であること

を確認できる書類の提出が必要です。なお、申請の際に

提出がない場合には当該申請は不許可となることに留

意してください。 

（略） 



5 分野 

参考様式

第１１－２

号 

１枚目 

  

 


